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船橋市教育委員会会議臨時会会議録 

 

１．日  時  令和６年１２月５日（木） 

開 会  午後 ２時００分 

閉 会  午後 ２時０６分 

 

２．場  所  教育委員室 

 

３．出席委員  教  育  長 松 本    淳 

教育長職務代理者 小 島  千 鶴 

委     員 蓮 池  政 貴 

委     員 大 塚  佳 子 

 

４．出席職員  教育次長 村 田  真 二 

管理部長 鈴 木  寿 雄 

教育総務課長 田 島  正 則 

５．議 題 

第１ 議決事項 

   議案第５１号 令和６年第４回船橋市議会定例会の議案に対する意見聴取につい

て 

    

６．議事の内容 

【教育長】 

 ただいまから教育委員会会議臨時会を開会いたします。 

本日の教育委員会会議の開催にあたり、朝倉委員が所用により欠席との連絡がありま

したのでご報告いたします。 

なお、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第３項」の規定により、

教育長及び在任委員の過半数が出席しておりますので、本日の会議は成立するものとい

たします。 

 それでは、議事に入りますが、 本日の案件は議案第５１号の議案１件です。 

 また、当該議案につきましては、船橋市教育委員会会議規則第１２条第１項第４号に

該当しますので、非公開といたします。 

 ご異議ございませんでしょうか。 

 

【各委員】 

 異議なし。 
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【教育長】 

 異議なしと認めますので、そのようにいたします。 

 それでは議案第５１号について、教育総務課、説明願います。 

 

【教育総務課長】 

 教育総務課から議案第５１号についてご説明いたします。資料は５ページをご覧くだ

さい。 

本議案は、市長が令和６年第４回船橋市議会定例会に提出する議案を作成するにあた

り、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき、教育に関する

部分について教育委員会に意見を求められたことから、船橋市教育委員会組織規則第３

条第３号の規定に基づき、ご審議いただくものでございます。 

市長が市議会に提出する予定の議案は「令和６年度船橋市一般会計補正」となり９ペ

ージ以降につけております。 

 令和６年の人事院勧告等にならい、特別職の期末手当や、一般職の給料、期末手当等

の増額に伴い、教育費のうち、人件費である給料、職員手当等、及び共済費について補

正をするものでございます。 

 金額について簡単にご説明いたします。資料の１２ページをご覧ください。 

 市全体では、一番下の行の真ん中、補正前の額２,４２２億１，９０７万1，０００円

であったものを１９億５００万円増額補正し、２,４４１億２，４０７万1，０００円と

するものでございます。 

 このうち、教育委員会分野につきましては、５５款「教育費」の一番上の行をご覧く

ださい。 

 補正前の額２８９億８４７万1，０００円であったものを４億６８０万円増額補正し、

２９３億１，５２７万1，０００円とするものでございます。 

 説明は以上でございます。    

 

【教育長】 

 ただいま説明がございましたが、何かご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

では私から、これは職員の給料が、人事院勧告に伴い増額となることから、その分を

増額補正するという考えでよろしいでしょうか。 

 

【教育総務課長】 

 はい。教育長の仰る通りでございます。一般職と共に、特別職の期末手当についても

上がるということで、人事院勧告が出ておりまので、それに倣って補正予算を組むとい

うことになります。 
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【教育長】 

 ありがとうございます。その他よろしいでしょうか。 

 それでは、議案第５１号「令和６年第４回船橋市議会定例会の議案に対する意見聴取

について」を採決いたします。 

 ご異議ございませんでしょうか。 

 

【各委員】 

 異議なし。 

 

【教育長】 

 異議なしと認めます。 

 議案第５１号については、原案どおり可決いたしました。 

 これで教育委員会会議臨時会を閉会いたします。 

 どうもありがとうございました。 

 

午後２時０６分閉会 


